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証券コード　6334

2019年６月10日

株 主 各 位
東京都千代田区神田多町二丁目２番地22

明 治 機 械 株 式 会 社
代表取締役社長 中 尾 俊 哉

第144回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第144回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席く

ださいますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができま
すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年６月25日（火曜日）午
後５時45分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日 時 　2019年６月26日（水曜日）午前10時00分

＊開催時刻が前回と異なりますので、お間違えのないよう

　ご注意ください。

２．場 所 　東京都千代田区神田淡路町二丁目９番地

　お茶の水　ホテルジュラク　２階　孔雀の間

３．会議の目的事項

報 告 事 項 １．第144期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業

報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員

会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第144期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）計算

書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 　剰余金処分の件

第２号議案

第３号議案

第４号議案

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

　監査等委員である取締役３名選任の件

　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
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４．招集に当たっての決定事項

(1) 賛否の表示のない議決権行使書面の取り扱い

　議決権行使書面において、各議案に賛否の表示がない場合、賛成の意思表

示をされたものとして取り扱わせていただきます。

(2) 代理人による議決権行使

　代理人による議決権の行使につきましては、議決権を有する他の株主様１

名を代理人として、その議決権を行使できることとさせていただきます。ま

た、議決権の代理行使に当たっては、代理権を証明する書面をご提出くださ

い。

(3) 議決権の不統一行使

　議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日の３日前までに、議

決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面によりご通知ください。

以　上

  当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申しあげます。

　なお、本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注

記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び定款第16条の規

定 に 基 づ き 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （ ア ド レ ス 　

https://www.meiji-kikai.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添

付書類には記載しておりません。したがいまして、本招集ご通知の添付書類は、

監査等委員会が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際

して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。

  また、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正

が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　

https://www.meiji-kikai.co.jp/）に掲載させていただきます。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

(2018年４月１日から
2019年３月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項

（１）事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用環境の改善を背景に個人消費が

堅調に推移し、また、低金利政策の継続による法人の設備投資の増勢、資源価

格の底打ちなどから輸出の拡大が続く中、後半、米国トランプ大統領の保護主

義的な強硬発言と中国の対抗政策の影響で米中貿易摩擦が顕在化し、加えて、

北朝鮮をめぐる東アジアにおける地政学的な不安定な動きの中、世界的な株安、

為替相場が円高に振れるなどの動きがあったものの、年度末にかけて平静さを

回復し、我が国の景気はおおむね堅調に推移しました。

　このような経済環境のもと、当社及び当社グループは「提案型営業」の態勢

構築のために積極的に取組み、人員の増強、得意先企業・業界団体等あらゆる

関係先からの情報収集等を強化し、顧客基盤の深耕・拡充を積極的に取組み、

併せて、営業力・技術力の強化等、企業価値の向上を目的とした全階層の社員

を対象とした研修を含めた人材投資を積極的に推進すると共に、新市場・新分

野に積極的に挑戦し、グループを挙げての事業の成長と収益力の向上をめざし

てまいりました。

　産業機械関連事業における建設需要の高まりに伴い施工原価が高騰し、受注

後予定利益が大幅に低下しました。また、太陽光関連事業において10月に太陽

光発電の出力制限が実施された影響や、12月の株式市場の下落などの影響で一

時的に法人の投資意欲、個人投資家の購買意欲の低下がありましたが、その影

響は軽微なものでありました。

　このような状況下、当社グループの連結売上高は7,968百万円（前期比 11.4％

増）となりました。損益面に関しましては、連結営業利益110百万円（前期比 

38.7％減）、連結経常利益154百万円（前期比 20.0％減）となりました。親会

社株主に帰属する連結当期純利益につきましては111百万円（前期比 72.9％

減）という結果となりました。
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　事業別の状況は次のとおりです。

産業機械関連事業

　産業機械関連事業につきましては、国内はもとより東南アジア市場向けの商

談・協業など、食品・飼料市場への売り込みを活発に行いました。中国・東南

アジアに工場を新設する国内飼料会社や食品商社とタッグを組んで、海外営業

を活発化させ、子会社である株式会社柳原製粉機においては初の海外取引とな

る台湾への業務用石臼製粉機の輸出を行うなど成果を上げることができました。

　国内においては、大型配合飼料生産プラント工事受注（36億円）など、飼料

工場の効率化に向けた大型新工場新設需要を受けてプラント案件の受注に注力

しました。

　新たな取り組みとして、粉砕機等にセンサーを取付けAI、IoT化に向けたビッ

グデータの収集・解析を始め、今後、機械の保守・メンテに活用させ、予知保

全システムソリューションを顧客に提案することをめざしております。また、

社内及び自社工場においても、AI、IoT技術を用い、これまで機械の製造過程で

工員の熟練と経験に頼っていた業務について発展させ生産効率向上を図ること

で、より生産性が高く、従業員が無理な残業に強いられない職場環境を作って

いく施策を行い、今般の「働き方改革」に取り組んでおります。

　産業機械関連事業における各業界の動きは次のとおりです。

・製粉業界は、政府売渡価格が引き下げられたこと、消費者の節約志向の継

続を背景とした厳しい市場環境の中、販売競争が一段と激しさを増してお

り、各社特色のある製品の開発、販売に力を入れている状況であります。

60年問題として建物・設備の老朽化が表面化し、建物のリノベーションや

設備の老朽化更新やコストダウンのための設備投資が必要な状況ではあり

ますが、設備投資意欲は低い状況にあります。一方で、人手不足に伴う省

力化の関心は高く、人手をかけない保守・メンテナンスの提案営業を推進

しており、顧客工場でのAIやIoT技術を活用した実証実験を行っておりま

す。

・飼料業界は、老朽化した工場の設備更新が増えておりましたが、競争力強

化のためのコストダウンを目的とした工場集約化を含む業界再編の動きが

活発化し、新工場の建設及び増設工事等の大型案件が業界全体で数百億円

規模で顕在化している状況にあります。当社においても昨年８月に大型配
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合飼料生産プラント工事を受注しております。中小飼料メーカーにおいて

も補助金対象範囲の拡大により、効率化に向けた投資意欲が活発で、この

傾向はしばらく続くと考えております。

・産業機械業界は、これまでのビール、米、そば粉業界に加え、新規分野開

拓に力を入れております。開袋機、解凍機の引き合いが好調で、解凍機に

おいては米国フェライト・マイクロウェーブ・テクノロジーズ社と業務用

マイクロ波解凍機の東南アジア独占販売権契約を締結し、日本のみならず

タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシアといった海外市場での拡販に

も取り組んでまいります。

　このような状況の中、産業機械関連事業セグメントの売上高につきましては

5,101百万円（前期比 32.8％増）となりました。損益面に関しましては、営業

損失32百万円（前期は営業利益 137百万円）となりました。

太陽光関連事業

　太陽光関連事業は、これまでのディベロップ型での太陽光発電所の施工販売

から、カーボンフリー（脱炭素）向けのソリューション提供へと、「環境ビジ

ネス」へと大きく舵を切り始めた１年となりました。太陽光発電システムを

RE100(**)等の脱炭素の取組みのソリューションとして位置付け、企業の自家消

費需要向け市場へのビジネス化を始めております。工場や社屋の屋上敷設が可

能になる超軽量架台を東洋アルミニウム株式会社様と開発・製品化。さらに、

養鶏場等の畜舎の猛暑対策としての遮熱塗料等を生産環境改善のソリューショ

ンとして販売を開始しました。新規事業では、現在、食品・飼料工場内のマテ

リアルハンドリング（原材料等の移動にかかわる取り扱い）の技術を応用した

事業を本格化させました。

　太陽光関連事業における各事業の動きは次のとおりです。

・太陽光発電関連は、再生可能エネルギー固定価格買い取り制度(FIT)の見直

しが行われ、10月には、太陽光発電の出力制限が実施されるなど、電力販

売を目的とした太陽光発電所をめぐる環境が大きく変わってきました。一

方で、日本でもESG(*)活動に対する企業の取り組みが本格化し、政府も政

策課題として長期成長戦略に盛り込むなど政府と民間が一体となった流れ

が生まれつつあります。そのような中で、当社においても太陽光関連事業

の枠から飛び出し、環境全般、とりわけ気候変動に伴うソリューション提
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供を行う事業の取り組みをはじめました。太陽光発電所の施工・販売につ

いても電力販売目的から、ESG(*)の取り組みが活発化していく企業向けの

自家消費型ソリューションの営業へと切り替え大型倉庫・工場・地主様向

けの「提案型営業」を積極的に展開し、産業界・地域と一体となった再生

可能エネルギー事業を推進し収益の拡大を図っています。その一つとして、

工場・倉庫の屋根及び屋上への太陽光パネル設置を検討する顧客企業等に

対しては、軽量で屋根に一切穴をあけない新たな接着架台工法「エスノン

ホール（登録商標登録第6070485号、実用新案登録第3219676号及び第

3221072号）」を市場投入し、自家消費型の太陽光発電システムの施工を開

始しました。

・建設資材関連は、当連結会計年度から新設した『建設資材営業部』におい

て、高機能建材としてガイナ（高機能断熱セラミック塗料）の販売・施工

を開始し、『猛暑災害』とも呼ばれた2018年夏において鶏舎、豚舎、牛舎

等の畜産業において動物を猛暑から守る需要が喚起し事業がスムーズな立

ち上がりを見せました。気候変動に伴う災害に対する強靭化対策のソリュ

ーションとして、リアルガード（防水強化剤、漏水補修材）等の高機能建

材とともに、『環境資材』として展開しています。

・新規事業関連は、当連結会計年度において、クリーンセンターや、バイオ

マス発電設備の受注をしております。新たな環境事業の開拓部門として活

動を強化しております。

　このような状況の中、太陽光関連事業セグメントの売上高につきましては

2,834百万円（前期比 13.4％減）となりました。損益面に関しましては、営業

利益117百万円（前期比 619.8％増）となりました。

不動産関連事業

　当社は本社ビルの賃貸を行っておりますが、当期の売上高は32百万円（前期

比 18.4％減）となり、営業利益24百万円（前期比 4.6％減）となりました。

* E S G:環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の頭文字を取

ったものです。今日、企業の長期的な成長のためには、ESGが示す3つの観点が必要

だという考え方が世界で広まっています。

**RE100:事業活動に必要なエネルギーを100%再生可能エネルギーにすることを目標とする

環境イニシアチブのひとつ。RE100は「Renewable Energy 100%」の略であります。
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（２）設備投資の状況

　当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は、115百万円でありま

す。

　　その主なものは、当社の建物、工具器具備品、ソフトウェアであります。

（３）資金調達の状況

　　当連結会計年度に、当社グループの所要資金として、金融機関より2,740百万

円の調達を行いました。

なお、当社は運転資金の効率化を図るため取引銀行10行と当座貸越極度額

3,700百万円の当座貸越契約を締結しております。
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（４）直前３事業年度の財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況

区 分 単 位
第141期

2016年３月期
第142期

2017年３月期
第143期

2018年３月期

第144期
（当連結会計年度）

2019年３月期

売 上 高 百万円 6,024 6,583 7,153 7,968

経 常 利 益 百万円 118 390 192 154

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

百万円 136 349 411 111

１株当たりの当期純利益 円 13.80 30.72 36.10 9.79

総 資 産 百万円 4,847 5,714 7,699 8,951

純 資 産 百万円 1,655 2,057 2,361 2,314

１株当たり純資産額 円 145.40 180.68 207.35 203.23

②　当社の財産及び損益の状況

区 分 単 位
第141期

2016年３月期
第142期

2017年３月期
第143期

2018年３月期

第144期
（当事業年度）

2019年３月期

売 上 高 百万円 5,906 6,522 7,007 7,651

経 常 利 益 百万円 109 371 193 139

当 期 純 利 益 百万円 127 297 412 99

１株当たりの当期純利益 円 12.88 26.15 36.19 8.71

総 資 産 百万円 4,850 5,694 7,617 8,864

純 資 産 百万円 1,671 2,046 2,340 2,299

１株当たり純資産額 円 146.80 179.73 205.52 201.93

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年
２月16日）を、当連結会計年度［当事業年度］から適用しており、前連結会計年
度［前事業年度］の金額は組替え後の金額で表示しております。
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（５）重要な親会社及び子会社の状況

①親会社との関係

会 社 名 資 本 金
当 社 へ の
議決権比率

主 要 な 事 業 内 容

TCSホールディングス株式会社 100百万円
直接 1.2％
間接49.2％

不動産賃貸
株式の所有及び管理

（注）自己の議決権と、自己と緊密な者及び同意している者の議決権とを合わせて過半数を占め、

かつ、事業の方針の決定に関して影響を与えることができることから親会社として記載し

ております。

②重要な子会社の状況

会 社 名
資 本 金
又 は 出 資 金

当 社 の
議決権比率

主 要 な 事 業 内 容

明治機械（徳州）有限公司 594百万円 100.0％ 製粉・飼料用ロールの製造販売

株 式 会 社 柳 原 製 粉 機 25百万円 100.0％
農産物加工用機械、農業用機械器
具 の 製 造 、 販 売 、 修 理

（６）対処すべき課題

１．コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの体制の充実強化

　内部統制制度の見直し及びその着実な運用・評価・検証を通じ、強固なコー

ポレート・ガバナンス体制及びコンプライアンス体制の構築に努めてまいりま

したが、さらなる強化・充実に鋭意取り組んでまいります。

２．やり抜く企業風土の醸成とスピード化

　製造業の経営の基本でありますPDCAサイクルを確実に実行し、経営目標の達

成を図ってまいります。

　また、時代の急速な変化及び客先ニーズに対応するため、何事にもスピード

をもって取り組んでまいります。

３．産業機械関連事業の収益力強化

　飼料・製粉業界では老朽化更新・工場集約が顕著化している状況の下、設備

状況が増す中において、大型の新工場建設のプロジェクトに取組んでまいりま

す。また、コンビニ・立ち食いチェーンのそば、同じく米粉などの需要が伸び

ており、各種の設備工事や、主力製品であるロール機などの提案強化をしてま

いります。

－ 9 －
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　子会社、株式会社柳原製粉機が取り扱う小型製粉機等を農家及び農業法人等

の六次産業化向けに積極販売をしてまいります。その他、飼料・製粉業界で培

ってきたノウハウを新たな分野にも活かし、新分野への進出に積極的に取り組

んでまいります。

　人手不足を背景とした工場の省力化向けに「開袋機」の販売展開、鮮度維持

の冷凍技術の進歩に対応する解凍設備の需要拡大に対して「解凍機」の販売を

強化してまいります。

　当社ブランド機械の東南アジアを中心とした海外への販路開拓及びプラント

エンジニアリング支援強化などを海外展開中であり、当社のグローバル化を目

指してまいります。

　また、当社機械の「IoT」化及びプラントにおけるAI、IoTソリューション関

連の開発等についても推進してまいります。

４．太陽光関連事業の展開

　今年６月に開催されるＧ20大阪サミットにおいても環境問題が中心議題にな

る等、企業の地球温暖化対策に向けた取り組みも活発になっています。主要な

企業においてＥＳＧの取り組み強化やＲＥ100宣言が続いており、当社において

も今年４月に組織変更を行い、組織を「環境事業本部」として再編成し、企業

の投資意欲が高まる環境ビジネス市場に積極的に参入することとしております。

　太陽光発電設置事業については、自社消費型のソリューションである超軽量

接着架台工法「エスノンホール」を中心にＥＰＣ受注を積極的に展開してまい

ります。

　気候変動による猛暑対策として、作業、飼育環境の遮熱・断熱等に効果があ

る「ガイナ」、防水強化剤、漏水補修材の「リアルガード」等の高機能建材を、

環境資材として積極的に販売してまいります。

　これまでの新規営業部を「環境事業部」とし、環境にかかわる各種プロジェ

クト（バイオマス発電プラントプロジェクト等）に積極的に提案営業を行って

まいります。

５．人材の育成と活用

　優秀な人材の登用・組織力の強化、技術伝承・教育を通じた技術力の強化に

もAIやIoT技術を積極的に活用して推進してまいります。とくに、製造業におい

ては技術伝承が喫緊の課題であり、それに対してもAIやIoT技術は有用であると

考えております。

－ 10 －
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（７）主要な事業内容（2019年３月31日現在）

事 業 区 分 主 要 製 品 ・ 事 業 内 容 等

産業機械関連事業

①　製粉機械
製粉製造設備一式、ロール機、石臼、スケヤーシフター、ピューリファイ
ヤー、セパレーター、ミキサー、精米調質設備、集塵装置、ニューマ装
置、ロール研磨目立機、開袋機

②　配合飼料
　　機　　械

配合飼料製造設備一式、ロール機、ハンマーミル、精選装置、ペレット・
フレーク製造装置、集塵装置、サイロ及び搬送装置、開袋機

③　その他の
　　産業機械

各種粉砕ロール機、ハンマーミル、原料選別装置、チョコレート成型・冷
却装置、二重遠心チルドロール、シフター、液体原料造粒機、開袋機、解
凍機

太陽光関連事業
太陽光発電システム機器販売及び太陽光発電設備区画分譲販売・施工・保
守メンテナンス、カーボンフリー向けソリューション提供

不動産関連事業 ビルの賃貸

（８）主要な営業所及び工場（2019年３月31日現在）

当 社

本 社 東京都千代田区神田多町二丁目２番地22

支 社 名古屋支社（愛知県名古屋市）

支 店 西日本支店（兵庫県西宮市）

営 業 所

八戸営業所（青森県八戸市）、鹿島営業所（茨城
県神栖市）、長野営業所（長野県長野市）、福岡
営業所（福岡県福岡市）、鹿児島営業所（鹿児島
県鹿児島市）

事 業 所 足利事業所（栃木県足利市）

明 治 機 械 ( 徳 州 ) 有 限 公 司 本 社 中国・山東省（徳州市）

株 式 会 社 柳 原 製 粉 機 本 社 長野県長野市

－ 11 －
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（９）従業員の状況（2019年３月31日現在）

①　企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

188名 20名増

（注）１．上記従業員数には、特務職社員10名、パート社員２名等は含んでおりません。

２．従業員数の増加の理由は、当社と子会社による新卒及び中途入社の採用によるもので

あります。

②　当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 令 平 均 勤 続 年 数

152名 19名増 42.05歳 10.8年

（注）１．上記従業員数には、特務職社員10名、パート社員２名等は含んでおりません。

　　　２．従業員数の増加の理由は、新卒及び中途入社の採用によるものであります。

（10）主要な借入先の状況（2019年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 610百万円

株 式 会 社 東 日 本 銀 行 500

株 式 会 社 足 利 銀 行 500

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 200

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 200

株 式 会 社 八 十 二 銀 行 200

株 式 会 社 武 蔵 野 銀 行 200

（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。

－ 12 －
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２．会社の株式に関する事項（2019年３月31日現在）

（１）発行可能株式総数 20,000,000株

（２）発行済株式の総数 11,402,636株

 （注）発行済株式の総数には、自己株式14,200株を含んでおります。

（３）単元株式数 100株

（４）株主数 5,206名

（５）大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日 本 コ ン ベ ヤ 株 式 会 社 1,926,200株 16.91％

エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 456,800 4.01

イ ン タ ー ネ ッ ト ウ ェ ア 株 式 会 社 322,400 2.83

M S I P  C L I E N T  S E C U R I T I E S 293,600 2.58

株 式 会 社 テ ク ノ ・ セ ブ ン 276,600 2.43

株 式 会 社 セ コ ニ ッ ク 227,500 2.00

シ グ マ ト ロ ン 株 式 会 社 226,400 1.99

M U T O H ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 223,100 1.96

株式会社セコニックホールディングス 205,900 1.81

T C S ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 133,100 1.17

（注）持株比率は自己株式（14,200株）を控除して計算しております。

３．新株予約権等の状況
（１）当社役員が保有している職務遂行の対価として交付された新株予約権

の状況

該当事項はありません。

（２）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権

の状況

該当事項はありません。

（３）その他新株予約権等の状況

該当事項はありません。

－ 13 －
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４．会社役員に関する事項

（１）取締役の状況（2019年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 中 尾 俊 哉
　TCSホールディングス株式会社　取締役
　日本コンベヤ株式会社　取締役

常 務 取 締 役 日 根 年 治

　産業機械事業担当、営業部担当、プラント
部担当

　明治機械（徳州）有限公司　董事
　株式会社柳原製粉機　代表取締役社長

取 締 役 小 林 敏 敬
　経営管理部担当
　株式会社柳原製粉機　監査役

取 締 役 小 林 秀 樹
　生産部担当、技術開発部担当、品質保証部
　担当
　日本コンベヤ株式会社　取締役

取 締 役 髙 山 正 大

　株式会社テクノ・セブン　取締役
　インターネットウェア株式会社
　代表取締役社長
　東京コンピュータサービス株式会社
　取締役
　ＴＣＳホールディングス株式会社　取締役
　ＮＣホールディングス株式会社　取締役
　ＮＣシステムソリューションズ株式会社
　代表取締役社長
　ハイテクシステム株式会社
　代表取締役社長
　アンドール株式会社　取締役

＊
取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

加 藤 晃 章
　武藤工業株式会社　取締役
　MUTOHホールディングス　取締役

＊
取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

畑 野 一 良 －

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

村 田 秀 和 　エヌエイチサービス株式会社　監査役

（注）１．＊は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取

引所に届け出ております。

２．2018年６月27日開催の第143回定時株主総会の終結の時をもって、下記のとおり役員の

異動がありました。

　退任　取締役　榎 隆

　　取締役　河野 猛

　　取締役（監査等委員）　鈴木 章浩

　　取締役（監査等委員）　駒田 弘明

３．監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた

組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、

常勤の監査等委員を選定しておりません。

－ 14 －
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（２）取締役の報酬等の額

区 分 支 給 人 数 支 給 額

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 を 除 く )
（ う  ち  社  外  取  締  役 ）

７名
（－名）

45,815千円
（－千円）

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )
( う ち 社 外 取 締 役 )

２名
（２名）

1,050千円
（1,050千円）

合 計
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 役 　 員 ）

９名
（２名）

46,865千円
（1,050千円）

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2015年６月25日開催の第140回定時株主

総会において、月額6,000千円以内と決議されております。

３．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2015年６月25日開催の第140回定時株主総会に

おいて、月額2,000千円以内と決議されております。

４．上記には、当事業年度中に退任した取締役を含めております。

（３）責任限定契約の内容の概要

　当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定して

おり、各社外取締役との間で責任限定契約を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役がその職務につ

き善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める 低責任

限度額としております。

－ 15 －
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（４）社外役員に関する事項

　①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

区 分 氏名 兼 職 す る 法 人 等 兼職の内容
当 社 と 当 該
法人等との関
係

取 締 役

（監査等委員）
加 藤 晃 章

武藤工業株式会社
MUTOHホールディングス

取 締 役 －

取 締 役

（監査等委員）
畑 野 一 良 － － －

　②　当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名

取締役会
（13回開催）

監査等委員会
（12回開催） 取締役会及び監査等委

員会の発言状況
出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役
(監査等委員)

加 藤 晃 章 13 100％ 12 100％

大手電機メーカーで管
理業務に長く従事さ
れ、製品の製造からサ
ービス、保守に至るま
で、俯瞰的な視点で、
取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保
するための発言、ま
た、当社の内部統制に
ついて、適宜、必要な
発言を行っておりま
す。また、監査等委員
会においては、取締役
と積極的に意見交流を
図られ、働き方改革に
ついての勤怠管理の充
実、実効性のある内部
監査の充実を提言され
ました。

取 締 役
(監査等委員)

畑 野 一 良 4 30.8％ 4 33.3％

電気メーカで企業経営
に関与し経営に関する
豊富な知見を有してい
ることから、当社の業
務執行に関する意思決
定において適切な提言
をしていただいており
ます。病気療養により
出席がままならない
中、取締役会議案には
事前に目を通され、取
締役に直接意見を述べ
る等、頻繁なコミュニ
ケーションで、取締役
会の意思決定の妥当
性・適正性を確保に尽
力されました。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第27条の規定に基づき、取
締役会決議があったものとみなす書面決議が７回ありました。

－ 16 －
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５．会計監査人に関する事項

（１）会計監査人の名称

監査法人元和

（２）会計監査人の報酬等の額

監査法人元和

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 17,500千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益
の合計額

17,500千円

（注）　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

（３）会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由

当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携

に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討

した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っ

ております。

（４）会計監査人の解任または不再任の決定の方針

取締役会は、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解

任のほか、原則として、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と

認められる場合には、監査等委員会の同意または請求により、会計監査人

の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案することを審議いたし

ます。監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必

要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不

再任に関する議案の内容を決定いたします。
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６．会社の体制及び方針

■業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要及び運用

状況は、次のとおりであります。

（取締役会決議による 終改訂　2017年６月28日）

（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①当社は、企業の存立基盤である「企業理念」ならびに経営の基本方針に則っ

た行動規範として「企業行動指針」を制定しており、代表取締役社長がその

精神を役職者はじめ、使用人に知らしめ、法令遵守と社会倫理を企業活動の

原点といたします。

　【運用状況】

　　「企業理念」、「企業行動指針」を定めており、イントラネットや職場掲示

などを通して社内周知し、役員・社員はこれらを遵守しております。また、

取締役会は「企業行動指針」が遵守されているか年に一度確認しております。

②取締役会は、法令、定款、株主総会決議、「取締役会規程」等に従い、取締

役の相互の意思疎通を図り、経営に関する重要事項を決定するとともに、取

締役の職務執行を監督いたします。

　【運用状況】

　　取締役会を年13回（ほか書面決議７回）開催し、法令等に定められた事項や

経営方針・予算の策定などの重要事項を決定し、月次の経営分析、対策、評

価を検討するとともに法令、定款、株主総会決議、「取締役会規程」等への

適合性及び業務の適正性の観点から審議し、取締役相互に職務執行の状況を

監督しております。

③監査等委員会は、法令、「監査等委員会規程」に基づき、会計監査人等と連

携して、取締役の職務執行の監査を実施いたします。

　【運用状況】

　　監査等委員会を年12回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、重要な社

内会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、法

令・定款等への遵守について監査しております。

④取締役は、法令若しくは定款上疑義ある行為等の違反（以下「コンプライア

ンス違反」という。）を発見した場合には、「コンプライアンス規程」及び

「コンプライアンスマニュアル」に基づき、その是正を図りコンプライアン
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ス体制の強化に努めます。また、当社は「コンプライアンス規程」の中で内

部通報制度を規定しており、会社は通報内容、プライバシーの秘密保護をす

るとともに、通報者に対し不利益な処遇はいたしません。

　【運用状況】

　　コンプライアンス担当取締役とコンプライアンス責任者（各部署長）、なら

びに外部アドバイザーからなるコンプライアンス委員会を隔月開催し、法

令・定款及び社内規程の遵守の確認を行うほか、内部監査を通じて業務手順、

マニュアルの整備、チェック状況について確認しております。

　　また、年４回役員はじめ全社員対象にコンプライアンス講習を開催し、コン

プライアンスの社内周知を図っております。さらに、内部通報制度の運用の

状況についても確認・チェックしております。

⑤内部監査を担当する組織として代表取締役社長の直属に「監査室」を設置し、

監査室は「内部監査規程」に基づき、監査方針・監査計画を作成し、定期的

な監査を行い、その監査結果を取締役会及び監査等委員会に報告いたします。

　【運用状況】

　　内部監査を担当する監査室は、監査方針及び監査計画を作成し、取締役会の

承認を得ております。また、監査方針及び監査計画に基づき定期的に監査を

実施し、監査結果を内部監査報告書として随時または定期的に代表取締役社

長、取締役会及び監査等委員会に報告しております。

⑥反社会的勢力による不当要求に対しては、組織全体として毅然とした態度で

臨むものとし、反社会的勢力及び団体との取引関係の排除、その他一切の関

係を持たない体制を整備いたします。

　【運用状況】

　　企業行動指針において反社会的勢力の排除、対決について明記するとともに、

役員をはじめ全社員に周知しております。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、保存

媒体に応じ適切かつ確実に保存・管理するとともに、情報種別に応じ適切な

保存期間を定め、期間中は閲覧可能な状態を維持いたします。
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　【運用状況】

　　取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」、「取締役会規

程」等に基づき保存年限及び所管部署等を定めており、各部署が適切な管理

を行っております。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①リスク管理体制の基礎として「緊急事態管理規程」を制定しており、商品市

況、為替相場、金利及び株価等による市場リスク、信用リスク、投資リスク、

ＣＳＲ・コンプライアンスリスク、環境、輸出に関わる安全保障管理リスク、

情報セキュリティリスク、その他各部門に潜在するリスク等の様々なリスク

を把握・認識し、それぞれのリスクに関する担当責任取締役を置いており、

そのリスクへの具体的対応や予防措置を講じます。

　【運用状況】

　　潜在する多様なリスク等を常に把握・認識するとともに、「緊急事態管理規

程」を制定して可能な限り未然に防ぐことを第一とし、危機発生時には企業

価値の毀損を極小化する体制を整備しております。

②不測の事態が発生した場合には、「緊急事態管理規程」に基づき、社長を本

部長とする対策本部を設置し、迅速かつ適正な対応を行い、損害の拡大を防

止し、早期の打開に努めます。

　【運用状況】

　　不測の事態の発生時には、「緊急事態管理規程」に基づき円滑に危機管理体

制を構築し、適切に対応する体制を採っております。

　　なお、当事業年度中には、不測の事態等の発生はありません。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎と

して、取締役会を月1回（定時）開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催

します。当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、事前に

社長、主要取締役による審議を経て、取締役会において執行決定を行います。
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　【運用状況】

定時及び臨時の取締役会を年13回開催、ならびに取締役会の書面決議を年７

回行っております。また、経営方針及び経営戦略に関わる重要事項について

は、事前に社長及び取締役等の審議を経て、取締役会において決定しており

ます。

②取締役会の決議に基づく業務執行は、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」

において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めま

す。

　【運用状況】

　　取締役会の決定に基づく業務執行は、上記の社内規程に基づき、部署長なら

びにグループリーダー等が意思決定ルールに従い業務を分担し、職務執行を

効率的に行っております。

③中期経営計画及び年度事業計画により経営目標の明確化を図り、各部門は年

度毎に経営目標をブレークダウンした「部室重点目標（部室事業計画）」を

策定し、進捗状況をチェックいたします。

　【運用状況】

　　中期経営計画及び年度事業計画は社内周知を図るとともに、取締役会で決定

した経営目標に基づく「部室重点目標（部室事業計画）」を各部門で策定・

管理し、各部門長が適時、進捗状況を確認します。

④法令に基づく開示を適切に行うとともに、それ以外の非財務情報等も株主懇

談会や当社ホームページで積極的に開示いたします。

　【運用状況】

　　東京証券取引所の規則ならびに会社法、金融商品取引法に従い、適時・適切

なディスクロージャーを行うとともに、非財務情報等につきましても積極的

に開示しております。また、当該開示情報は、当社ホームページにアップし

ております。

（５）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①コンプライアンス体制の基盤として「企業理念」及び「企業行動指針」に加

え、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスマニュアル」を制定

し、その周知徹底を図るとともに、必要に応じ社員に対するコンプライアン

スの教育研修を行います。
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　【運用状況】

　　コンプライアンス委員会を隔月開催し、法令・定款及び社内規程の遵守の確

認を行うほか、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスマニュア

ル」の社内周知を積極的に行っております。また、年４回、全社員対象にコ

ンプライアンス講習を開催し、コンプライアンスの社内周知を図っておりま

す。

②監査室は、内部監査制度の確保と維持・向上を図り、内部監査を実施するこ

とによりコンプライアンス体制の整備を図ります。

　【運用状況】

　　監査室は、監査方針及び監査計画に基づき定期的に内部監査を実施し、業務

プロセスやコントロール（統制）の見直しを実施し、社内システムの改善、

内部統制システムの向上を図っております。また、コンプライアンスに関す

る監査を実施し、コンプライアンス体制の整備を図っております。

③取締役は、コンプライアンス違反の重要な事実を発見した場合には、直ちに

監査等委員会に報告するとともに、遅滞なく取締役会に報告いたします。

　【運用状況】

　　取締役が重要なコンプライアンス違反の事実を発見したときは、直ちに監査

等委員会及び取締役会に報告する体制となっております。

　　なお、当事業年度中には、重要なコンプライアンス違反はありません。

④使用人が、コンプライアンス違反を発見した場合の社内報告体制として、外

部のヘルプラインに通報するという内部通報制度を規定し、通報者の保護と

透明性を維持した的確な体制を整備いたします。

　【運用状況】

　　内部通報制度におきましては、社内及び外部に通報先を定めており、また、

通報者の保護と事実関係の透明性の確保がなされた体制となっております。

なお、当事業年度中には、内部通報に係るものはありません。

（６）当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため

の体制

①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

イ．当社は子会社に、「グループ会社管理規程」に基づき、子会社の経営内

容を的確に把握するため、月次決算書類等、また必要に応じその他関係

資料を提出させます。
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　【運用状況】

　　子会社である明治機械(徳州)有限公司及び株式会社柳原製粉機は、月決算資

料等を毎月提出しており、当社は経営内容を的確に把握し分析しております。

ロ．当社は子会社に、当社の取締役を当該子会社の取締役会（董事会）に出

席させるとともに、子会社の経営成績、財務状況その他重要な情報につ

いて当社へ報告させます。

　【運用状況】

　　隔月開催される明治機械(徳州)有限公司の董事会に、当社の取締役である董

事２名が出席しております。また、毎月開催される株式会社柳原製粉機の取

締役会には、当社の取締役ほかが出席しており、経営成績、財務状況その他

重要な情報について適時、当社へ報告しております。

ハ．「グループ会社管理規程」に基づき、子会社の管理基準を明確化し、経

営上の重要な事項に関して当社への申請・決裁・報告制度により、グル

ープ会社の経営管理を行い、必要に応じモニタリングを実施いたします。

　【運用状況】

　　「グループ会社管理規程」において、子会社の管理基準を明確に定め、経営

上の重要な事項に関しては当社へ申請・決裁・報告することとなっており、

適宜、子会社の経営管理を行い、必要に応じモニタリングを実施しておりま

す。

②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．当社は子会社に、リスク管理体制の基礎として「緊急事態管理規程」等

を制定し、リスクの発生防止、また発生したリスクに対する適切な対応

により、会社の損失を 小限に留めることを求めます。

　【運用状況】

　　当社は「緊急事態管理規程」を定めており、同様のリスク管理体制を子会社

にも求め、リスクの発生防止、迅速な対応により、会社損失の 小化を図っ

ております。

ロ．グループ会社における業務の適正性を確保するため、グループ会社独自

にコンプライアンス体制を構築する必要があるとともに、当社の「企業

行動指針」をグループ会社にも適用いたします。
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　【運用状況】

　　当社の「企業行動指針」を子会社においても社内周知させ、子会社のコンプ

ライアンス体制につきましては、規程類の整備を行い運用することとしてお

ります。

③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体

制

イ．当社は、子会社の自主性及び独立性を確保しつつ、「グループ会社管理

規程」に基づき、グループ経営の運営管理制度の立案及び推進を行いま

す。

　【運用状況】

　　子会社の自主性及び独立性の確保を念頭に置き、子会社である明治機械(徳

州)有限公司は年６回隔月で董事会を開催し、当社の取締役である董事２名が

出席しており、また、株式会社柳原製粉機の毎月開催される取締役会には、

当社取締役ほかが出席しており、グループ経営の運営管理体制を推進してお

ります。

ロ．当社の子会社に対する支援・管理業務は、「グループ会社管理規程」に

基づき、担当部門である総務部が行います。

　【運用状況】

　　子会社の支援・管理業務は、「グループ会社管理規程」に基づき総務部が行

っております。

ハ．当社の監査室は、子会社の内部監査を定期的に行い、内部統制の有効性

と妥当性の確保、不正及び過誤の防止を図ります。

　【運用状況】

　　監査室は、子会社の内部監査を年１回定期的に行い、内部統制の有効性と妥

当性の確保、不正及び過誤の防止を図っております。

④子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを

確保するための体制

イ．子会社の取締役（董事）は、コンプライアンス違反の重要な事実を発見

した場合には、直ちに監査等委員会に報告いたします。

　【運用状況】

　　子会社の取締役（董事）は、コンプライアンス違反の重要な事実を発見した

場合には、直ちに監査等委員会に報告する体制となっております。

　　なお、当事業年度中には、重要なコンプライアンス違反はありません。

ロ．当社と関係グループ会社との取引は、原則として関係グループ会社以外

との取引条件と同一のものとし、特に必要と認められる場合には、取締
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役会の承認を要します。

　【運用状況】

　　関係グループ会社との取引は、原則、他の会社との一般的な取引条件と同一

のものとしており、特に必要と認められる場合には、取締役会の承認を得て

おります。

ハ．当社は、内部通報制度の規定を子会社に適用し、子会社の法令違反等に

ついては当社の監査等委員会に報告する体制を整備いたします。

　【運用状況】

　　内部通報制度の規定を子会社にも社内周知させ、子会社の法令違反等につい

ては当社の監査等委員会に報告する体制を整備しております。

　　なお、当事業年度中には、内部通報に係るものはありません。

（７）監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

　　当社は、現在の監査等委員会体制をもって充分その職務を遂行できるものと

考えており、監査等委員会の職務を補助すべき専属の使用人は配属しており

ません。将来、監査等委員会が必要とした場合には、当該使用人を置きます。

　【運用状況】

　　現在、当社監査等委員会は３名で構成されており、うち社外監査等委員２名

の体制となっております。現在の体制でその職務を充分に遂行できるものと

考え、監査等委員会の職務を補助すべき専属の使用人は配属しておりません。

将来、監査等委員会が必要とした場合には、当該使用人を置くこととしてお

ります。

（８）監査等委員会への報告に関する体制

①取締役及び使用人が当社の監査等委員会へ報告するための体制

イ．取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項

について遅滞なく監査等委員会に都度報告するものといたします。前記

に関わらず、監査等委員である取締役は社内回付の決裁稟議書の全てを

閲覧できるほか、必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めるこ

とができます。
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　【運用状況】

　　監査等委員は、取締役会ほか重要会議に出席するなどにより、取締役会等で

決議または報告された事項、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実等の

必要な情報を得ており、また、監査室の内部監査の報告を適宜受けるなど定

期的に連携し、内部監査の実施状況及びその結果の情報を得ております。さ

らに、内部通報の事案の内容等の報告や決裁稟議書の全てを閲覧できること

となっております。

ロ．監査等委員である取締役は、取締役会及びその他経営上重要な会議に出

席し、必要に応じて監査等委員である取締役を除く取締役及び使用人か

らその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができます。

　【運用状況】

　　監査等委員は、取締役会及びその他経営上重要な会議に出席し、必要に応じ

て取締役及び使用人からその職務の執行状況を聴取するとともに、関係資料

を閲覧しております。

ハ．内部通報制度に関する規定及びその適切な運用・維持により、法令違反、

その他コンプライアンス上の問題について、監査等委員会への適切な報

告体制を確保いたします。

　【運用状況】

　　内部通報制度に関する規定の適切な運用・維持により、コンプライアンス違

反等について、監査等委員会への適切な報告体制を確保しております。

ニ．監査等委員会は、各部門担当取締役と定期的に担当部門のリスクならび

にリスク管理体制とその対応状況について、協議・ヒアリングを行いま

す。

　【運用状況】

　　監査等委員会は、取締役と定期的に担当部門のリスクならびにリスク管理体

制とその対応状況について、協議・ヒアリング及びアンケート調査を行って

おります。

ホ．監査室の責任者は、内部監査の実施状況または業務遂行の状況を監査等

委員会に報告いたします。

　【運用状況】

　　監査室長は、内部監査の実施状況または業務遂行の状況を内部監査報告書に

より四半期毎に、監査等委員会に報告しております。
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②当社の子会社の取締役等、監査等委員または監査役、業務を執行する社員、

会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらに相当する者及び使用

人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するた

めの体制

イ．子会社の取締役等及び使用人は、当社の監査等委員会から業務執行に係

る事項について報告を求められた時は、速やかに適切な報告を行います。

　【運用状況】

　　監査等委員は子会社の取締役会（董事会）に出席する当社の取締役ほかに対

し、監査等委員会から業務執行に係る事項について報告を求められた時は、

迅速かつ適切な報告を行っております。

ロ．子会社の取締役等及び使用人は、当社グループの業務または業績に影響

を与える重要な事項については、発見次第、遅滞なく当社の総務部に報

告を行い、総務部は監査等委員会に報告いたします。

　【運用状況】

　　子会社の取締役等及び使用人は、発見次第、当社の総務部に報告後、総務部

は監査等委員会に報告する体制となっております。

ハ．当社の総務部または監査室は、定期的に当社の監査等委員会に対して、

子会社における内部統制監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状

を報告いたします。

　【運用状況】

　　監査室は、子会社の内部監査を通じ、内部統制、コンプライアンス、リスク

管理等の現状を、内部監査報告書を作成し定期的に監査等委員会に報告して

おります。

（９）監査等委員会への報告をした者が当該報告を理由として不利な取扱いを受

けないことを確保するための体制

　　監査等委員会への報告を行った当社及び当社グループの取締役等及び使用人

に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行わないことを内部通

報制度に規定し、報告者を保護する体制を整備いたします。

　【運用状況】

　　内部通報制度におきましては、監査等委員会への報告をした者が当該報告を

理由として不利な取扱いを受けないなど、通報者の保護と事実関係の透明性

の確保がなされた体制となっております。
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　　なお、当事業年度中には、内部通報に係るものはありません。

（10）監査等委員の職務の執行において生じる費用の前払い等の処理に係る方針

に関する事項

　　当社の監査等委員がその職務の執行について、当社へ費用の前払い等の請求

を受けた場合は、総務部にて審議のうえ、明らかに監査等委員の請求に係る

費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと判断できる場

合を除き、速やかに費用または債務を処理いたします。

　【運用状況】

　　当社の監査等委員がその職務の執行の過程で、費用の前払い等の請求を受け

た場合は、総務部は、監査等委員の請求に係る費用または債務が当該監査等

委員の職務の執行に必要ではないと判断できる場合を除き、速やかに費用ま

たは債務を処理する体制となっております。

（11）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①代表取締役と定期的に意見・情報交換会を行い、また、会計監査人との連携

等により適切な意思疎通を図り、実効的な監査業務を遂行いたします。

　【運用状況】

　　代表取締役とのヒアリングを定期的に実施して意見・情報交換を行っており、

また、会計監査人とは定期的に決算ミーティングほか、随時に報告・連絡・

相談を行うなど連携し、実効的な監査業務を遂行しております。

②当社グループ会社の監査等委員または監査役等との連絡を密にし、情報交換

に努め、連携して当社グループとしてのコンプライアンス強化・充実を図り

ます。

　【運用状況】

　　監査等委員は子会社との情報交換に努めるとともに、連携して当社グループ

会社としてのコンプライアンス強化・充実を図る体制となっております。

③監査室との密接な連携を保ち、監査等委員会の監査の実効性を高めます。

　【運用状況】

　　監査等委員が監査室の内部監査の内容及び結果の報告を適宜受けるなど、常

時、密接な連携をして監査等委員会の監査の実効性を高めております。
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（12）財務報告の信頼性を確保するための体制

　　当社は、当社及び当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、「財務

報告に係る内部統制の基本方針」を制定するとともに、金融商品取引法に基

づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの構築

を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば

必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及びその他関係法令等の適合

性を確保する体制を整備いたします。

　【運用状況】

　　「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、イントラネットにアップ

するなど当社及び当社グループ会社に社内周知しております。また、監査室

は、各部門の内部監査を定期的に実施するとともに、業務プロセスのリスク

やそのコントロール（統制）の見直しを行い、関係部署と協議のうえ、社内

運用ルール、社内システムの改善につなげ、内部統制システムの質的向上を

図っております。また、財務報告の信頼性に及ぼす影響を鑑み、策定した監

査計画書に基づき、内部統制の有効性の評価を実施しております。

７．会社の支配に関する基本方針

　　　当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針

を定めており、その内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）

は、次のとおりであります。

　会社の支配に関する基本方針の内容

　当社は、お客様に信頼され、満足される商品・サービスを提供し、社

会に貢献する企業であることを理念として、今日まで110余年に亘り、穀

類（米、麦、大豆、とうもろこし、こーりゃん等）を粉砕する機器を中

心とした周辺関連分野の機械設備・プラントを生産・建設してまいりま

した。日本で主食とされる米、パン、麺類を始め、副食として大きな分

野を占めている牛、豚、鶏や魚のための飼料、さらにはビール、醤油、

食用油など穀類が原料となる醸造食品は、すべて、これを粉砕する機器

がなければ生産することができません。また、これら機械設備は、食糧

の素材を加工するものであるため、その品質面で安全、衛生、安定性な

どが特に要求されます。そこで、当社は、主要な取引先であります飼料・

製粉・醸造・製菓のお客様を始め、多くのお客様に対し、ご満足頂ける
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高品質で、きめ細やかなサービスをご提供するべく、その実現に日々努

めてまいりました。かかる営みは、結果的に、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益を確保・向上させるものでもあると考えております。

　以上より、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、

このような当社の事業の本質、当社の企業理念及び当社企業価値の源泉、

取引先企業等の当社のステークホルダーとの信頼関係の重要性を十分に

理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる者

でなければならないと考えております。

　他方、当社も上場企業である以上、健全な投資家の皆様が当社の株式

を買い付けることは、原則、自由です。しかし、当社の経営理念を否定

し、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に向けた施策に異を唱える

者によって当社に対する買収提案が行われた場合、これを受け入れるか

どうかは、その時点における株主の皆様の適切なご判断に委ねられるべ

きものと考えております。そして、株主の皆様に適切に判断いただくた

めには、株主の皆様に十分な情報を提供することが必須です。

　また、大規模買付行為の中には、その目的等から企業価値ひいては株

主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の

売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が

大規模買付行為の内容等を検討し、代替案を提案するための十分な時間

や情報を提供しないものが、大規模買付者に定義されます。提示した条

件よりも有利な条件を引き出すために大規模買付者との交渉を必要とす

るもの等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少

なくありません。当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益

に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決

定を支配する者として不適切であると考えております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2019年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産  の  部） （負 債  の  部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

前 渡 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

そ の 他

貸 倒 引 当 金

7,117,889

1,703,095

2,318,822

1,053,072

1,572,753

52,024

51,928

210,329

162,733

△6,871

1,834,103

1,137,977

132,178

21,386

933,032

12,896

38,482

106,699

106,699

589,426

471,511

129,695

△11,781

流 動 負 債 6,260,836

支払手形及び買掛金 814,060

電 子 記 録 債 務 979,525

短 期 借 入 金 2,740,000

リ ー ス 債 務 5,518

未 払 法 人 税 等 2,699

未 払 費 用 21,634

前 受 金 1,550,060

賞 与 引 当 金 51,984

工 事 損 失 引 当 金 14

そ の 他 95,339

固 定 負 債 376,729

リ ー ス 債 務 11,435

退職給付に係る負債 229,475

資 産 除 去 債 務 19,698

繰 延 税 金 負 債 95,478

そ の 他 20,643

負 債 合 計 6,637,565

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 2,405,784

資 本 金 1,414,059

資 本 剰 余 金 176,700

利 益 剰 余 金 823,966

自 己 株 式 △8,941

その他の包括利益累計額 △91,358

その他有価証券評価差額金 △150,840

為替換算調整勘定 59,481

純 資 産 合 計 2,314,426

資 産 合 計 8,951,992 負 債 純 資 産 合 計 8,951,992

（注）記載の金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(自　2018年４月１日
至　2019年３月31日)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 7,968,511

売 上 原 価 6,758,946

売 上 総 利 益 1,209,565

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,099,532

営 業 利 益 110,032

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 24,642

有 価 証 券 売 却 益 34,170

そ の 他 8,911 67,723

営 業 外 費 用

支 払 利 息 16,851

そ の 他 6,700 23,551

経 常 利 益 154,203

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 154,203

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 15,401

法 人 税 等 調 整 額 27,328 42,729

当 期 純 利 益 111,473

親会社株主に帰属する当期純利益 111,473

（注）記載の金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(自　2018年４月１日
至　2019年３月31日)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

2018年４月１日残高 1,414,059 176,700 758,046 △8,941 2,339,864

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － △45,553 － △45,553

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

－ － 111,473 － 111,473

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額
（ 純 額 ）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計 － － 65,919 － 65,919

2019年３月31日残高 1,414,059 176,700 823,966 △8,941 2,405,784

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

為替換算調整勘定
その他の包括利益
累 計 額 合 計

2018年４月１日残高 △56,283 77,811 21,527 2,361,392

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － － △45,553

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

－ － － 111,473

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額
（ 純 額 ）

△94,556 △18,329 △112,886 △112,886

連結会計年度中の変動額合計 △94,556 △18,329 △112,886 △46,966

2019年３月31日残高 △150,840 59,481 △91,358 2,314,426

（注）記載の金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表

（2019年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 　 産 　 の 　 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料

前 払 費 用

前 渡 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

6,881,424

1,579,162

158,784

2,131,151

1,033,792

1,539,473

22,686

51,439

209,415

162,389

△6,871

1,983,146

1,111,090

122,723

2,526

17,554

26,670

933,032

4,803

3,780

72,446

42,143

26,172

4,130

799,609

471,511

30,000

279,828

30,049

△11,781

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）

流 動 負 債 6,196,741

支 払 手 形 65,434

電 子 記 録 債 務 979,525

買 掛 金 731,408

短 期 借 入 金 2,710,000

リ ー ス 債 務 2,400

未 払 金 80,661

未 払 費 用 17,288

前 受 金 1,547,416

預 り 金 6,160

賞 与 引 当 金 51,984

工 事 損 失 引 当 金 14

そ の 他 4,447

固 定 負 債 368,208

リ ー ス 債 務 2,913

長 期 預 り 金 20,643

資 産 除 去 債 務 19,698

退 職 給 付 引 当 金 229,475

繰 延 税 金 負 債 95,478

負 債 合 計 6,564,950

（純  資  産  の  部）

株 主 資 本 2,450,460

資 本 金 1,414,059

資 本 剰 余 金 176,700

資 本 準 備 金 176,700

利 益 剰 余 金 868,642

利 益 準 備 金 6,833

そ の 他 利 益 剰 余 金 861,809

繰 越 利 益 剰 余 金 861,809

自 己 株 式 △8,941

評価・換算差額等 △150,840

その他有価証券評価差額金 △150,840

純 資 産 合 計 2,299,620

資 産 合 計 8,864,570 負 債 純 資 産 合 計 8,864,570

（注）記載の金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(自　2018年４月１日
至　2019年３月31日)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 7,651,453

売 上 原 価 6,526,045

売 上 総 利 益 1,125,408

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,021,981

営 業 利 益 103,426

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 18,500

有 価 証 券 売 却 益 34,170

そ の 他 6,538 59,209

営 業 外 費 用

支 払 利 息 16,482

そ の 他 6,412 22,895

経 常 利 益 139,740

税 引 前 当 期 純 利 益 139,740

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 13,200

法 人 税 等 調 整 額 27,328 40,528

当 期 純 利 益 99,211

（注）記載の金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(自　2018年４月１日
至　2019年３月31日)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合 計

利益準備金

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

2018年４月１日　残高 1,414,059 176,700 176,700 2,277 812,706 814,984 △8,941 2,396,802

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － － 4,555 △50,109 △45,553 － △45,553

当 期 純 利 益 － － － － 99,211 99,211 － 99,211

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（ 純 額 ）

－ － － － － － － －

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計

－ － － 4,555 49,102 53,658 － 53,658

2019年３月31日　残高 1,414,059 176,700 176,700 6,833 861,809 868,642 △8,941 2,450,460

評価・換算差額等

純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

2018年４月１日　残高 △56,283 △56,283 2,340,518

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － △45,553

当 期 純 利 益 － － 99,211

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（ 純 額 ）

△94,556 △94,556 △94,556

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計

△94,556 △94,556 △40,898

2019年３月31日　残高 △150,840 △150,840 2,299,620

（注）記載の金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年５月23日

明治機械株式会社
取締役会　御中

監　査　法　人　元　和

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 山野井　俊　明 
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 中 川 俊 介 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、明治機械株式会社の2018年４月１日か
ら2019年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連

結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類

に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実

施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な
虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含ま
れる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、明治機械株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類
に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。
以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年５月23日

明治機械株式会社
取締役会　御中

監　査　法　人　元　和
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 山野井　俊　明 
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 中 川 俊 介 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、明治機械株式会社の2018年４月
1日から2019年３月31日までの第144期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計

算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び

その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公
正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書
類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、
監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書
類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査
の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその
附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。
以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2018年４月1日から2019年３月31日までの第144期事
業年度の取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結
果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項
に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見表
明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
　①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部

統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から
その職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求
め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務
及び財産の状況を調査しました。また、子会社の取締役及び監査役等
と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報
告を受けました。

　②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方
針については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その
内容について検討を加えました。

　③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の執行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している
旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。
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２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

　①第144期事業年度に係る事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款

に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

　②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反

する重大な事実は認められません。

　③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま

す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取

締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

　④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配す

る者のあり方に関する基本方針は相当であると認めます。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人監査法人元和の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

（3）連結計算書類の監査結果

　会計監査人監査法人元和の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

2019年５月27日

明 治 機 械 株 式 会 社 　 監 査 等 委 員 会

監 査 等 委 員 加 藤 晃 章 

監 査 等 委 員 畑 野 一 良 

監 査 等 委 員 村 田 秀 和 

　　なお、監査等委員加藤晃章及び畑野一良は、いずれも会社法第２条第15
号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上

－ 40 －

監査等委員会の監査報告書
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金処分の件

　当社は、株主尊重の立場から、株主利益の遵守かつ安定した配当を実施するこ

とが経営の 重要課題であると認識しております。

　また、当社は収益状況、財務体質の強化、ならびに将来的な事業展開に備える

ための内部留保等を総合的に勘案し、安定的な配当を実現していくことを基本方

針としております。

　当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いた

しまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

　期末配当に関する事項

（１）配当財産の種類

　　　金銭といたします。

（２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　　　当社普通株式１株につき金４円　　総額は45,553,744円

（３）剰余金の配当が効力を生じる日

　　　2019年６月27日

－ 41 －

剰余金処分
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第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）

の５名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきまし

ては、新たに取締役５名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見は

ございませんでした。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者

番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当

及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株 式 数

１
なか

中
お

尾
とし

俊
や

哉
（1958年２月２日生）

1978年４月　武藤税理士事務所入所

1985年４月　株式会社ソーテック入社　

経理部長

1998年６月　同社　専務取締役

2002年１月　株式会社ソーテック・イ

ー・サービス　代表取締役

社長

2005年９月　中央青山ｐｗｃコンサルテ

ィング株式会社入社　シニ

アマネージャー

2009年12月　東京コンピュータサービス

株式会社入社　経理部部長

2012年６月　アイレックスシステム株式

会社　取締役

2013年４月　ＴＣＳホールディングス株

式会社　関連企業管理本部

部長

2013年６月　日本コンベヤ株式会社　取

締役

2015年４月　同社　社長室長

　　〃　　　キャリアスタッフネットワ

ーク株式会社　代表取締役

社長

2015年６月　ＴＣＳホールディングス株

式会社　取締役（現任）

　　〃　　　日本コンベヤ株式会社　常

務取締役、東京本部長

2016年２月　当社　顧問、総務部長

2016年６月　日本コンベヤ株式会社　取

締役（現任）

　　〃　　　当社　代表取締役社長

2019年４月　当社　代表取締役社長、環

境事業本部管掌（現任）

3,200株

－ 42 －

取締役選任議案
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候補者

番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当

及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株 式 数

２
ひ

日
ね

根
とし

年
はる

治
（1969年７月24日生）

2000年２月　当社入社

2013年４月　当社営業部長　経営企画管

理部長

2013年５月　ラップマスターエスエフテ

ィ株式会社　取締役

2013年６月　当社取締役　営業部担当　

経営企画部担当

　　〃　　　明治機械（徳州）有限公司

　董事（現任）

2017年６月　当社取締役　産業機械事業

担当、プラント部担当

2017年９月　株式会社柳原製粉機　代表

取締役社長（現任）

2018年４月　当社取締役　産業機械事業

担当、プラント部担当、経

営管理部担当

2018年６月　当社常務取締役　産業機械

事業担当、経営管理部担当

2019年４月　当社常務取締役　産業機械

事業本部管掌（現任）

4,800株

－ 43 －

取締役選任議案
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候補者

番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当

及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株 式 数

３
こ

小
ばやし

林
とし

敏
たか

敬
（1960年７月５日生）

1983年４月　株式会社日本債券信用銀行

入行

1999年９月　ソニー生命保険株式会社入

社

2003年４月　ＧＥエジソン生命株式会社

入社　金融機関事業部西日

本エリア本部長

2006年１月　ＡＩＧエジソン生命保険株

式会社　金融機関営業本部

金融営業統括部統括部長

2007年６月　大和生命保険株式会社入社

　執行役員金融法人営業部

長

2008年６月　同社　常務執行役員金融法

人営業部長

2009年５月　株式会社関東つくば銀行　

営業統括部資産運用推進室

長

2011年10月　株式会社筑波銀行　証券国

際部市場業務室室長

2014年２月　株式会社京葉保険事務所入

社

2017年９月　当社入社　太陽光発電事業

部部長

2018年４月　当社　経営管理部長

2018年６月　当社取締役　経営管理部担

当

2019年２月　株式会社柳原製粉機　監査

役（現任）

2019年４月　当社取締役　経営管理本部

管掌（現任）

　　〃　　　明治機械(徳州)有限公司　

董事長（現任）

－株

－ 44 －

取締役選任議案
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候補者

番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当

及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株 式 数

４
かわ

川
べ

辺
たか

孝
はる

治
（1957年５月18日生）

【新　任】

1981年４月　三菱商事株式会社　入社

2013年３月　興人ホールディングス株式

会社　代表取締役社長

2018年３月　株式会社明成商会　取締役

2018年５月　株式会社明成商会　代表取

締役社長（現任）

2018年６月　株式会社セコニックホール

ディングス　取締役（監査

等委員）（現任）

－株

５
たか

髙
やま

山
まさ

正
ひろ

大
（1980年７月30日生）

2007年６月　株式会社テクノ・セブン　

取締役（現任）

2008年９月　インターネットウェア株式

会社　代表取締役社長（現

任）

2011年６月　東京コンピュータサービス

株式会社　取締役（現任）

2015年６月　ＴＣＳホールディングス株

式会社　取締役（現任）

2016年４月　ＮＣホールディングス株式

会社　取締役（現任）

2016年６月　キャリアスタッフネットワ

ーク株式会社（現、ＮＣシ

ステムソリューションズ株

式会社）　代表取締役社長

（現任）

2018年５月　ハイテクシステム株式会社

代表取締役社長（現任）

2018年６月　アンドール株式会社　取締

役（現任）

101,500株

（注）各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－ 45 －

取締役選任議案
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第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　監査等委員である取締役の３名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期
満了となります。つきましては、新たに監査等委員である取締役３名の選任をお
願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者

番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当

及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株 式 数

※
１

いし

石
だ

田
とし

稔
お

夫
（1954年１月４日生）

【新　任】

1977年４月　日本コンベヤ株式会社　入

社

2004年６月　同社　取締役管理本部長

2006年４月　エヌエイチパーキングシス

テムズ株式会社（現、日本

コンベヤ株式会社）取締役

管理本部長

2013年６月　MUTOHホールディングス株

式会社　監査役

2015年６月　日本コンベヤ株式会社　常

務取締役

2017年６月　同社　執行役員管理部長

（現任）

－株

※

２
か

加
とう

藤
てる

晃
あき

章
（1954年11月８日生）

1977年４月　東芝芝浦電気株式会社

　　　　　　（現、株式会社東芝）入社

2003年４月　東芝デジタルメディアエン

ジニアリング株式会社（出

向）　取締役総務部長

2005年４月　株式会社東芝　社会ネット

ワークインフラ社総務部長

2008年６月　東芝エレベータ株式会社　

取締役常務　総務部長

2010年６月　東芝セキュリティ株式会社

　代表取締役社長

2017年６月　武藤工業株式会社　執行役

員　人事総務部長

2018年４月　同社　取締役（現任）

2018年６月　MUTOHホールディングス株

式会社　取締役　人事総務

部長（現任）

2018年６月　当社　取締役（監査等委

員）（現任）

－株

－ 46 －

取締役(監査等委員)選任議案



2019/05/28 10:21:40 / 18483271_明治機械株式会社_招集通知

候補者

番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当

及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株 式 数

※
３

きた

北
むら

村
かつ

克
み

己
（1973年２月８日生）

【新　任】

2004年10月　山本綜合法律事務所（現、

山本柴﨑法律事務所）　入

所

2008年11月　白石篤司法律事務所　入所

（現任）

2014年６月　株式会社SJI（現、株式会社

カイカ）　社外取締役

2014年９月　リアルコム株式会社（現、

Abalance株式会社）　社外

監査役

2014年10月　株式会社SJI（現、株式会社

カイカ）　代表取締役

2016年６月　株式会社SRAホールディン

グス　社外監査役（現任）

2019年２月　株式会社ネクスグループ　

社外取締役（現任）

－株

（注）１．※印は社外取締役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．①石田稔夫氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営に関与し、経営に関す

る豊富な知見を有していることから、当社の業務執行に関する意思決定におい
て適切な提言をしていただけることが期待でき、社外取締役としての職を適切
に遂行いただけるものと考えたからであります。

②加藤晃章氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営に関与し、経営に関す
る豊富な知見を有しており、これまで社外取締役として、当社の重要な経営判
断の場において適切な助言及び提言を行ってきた実績を踏まえ、引き続き、社
外取締役として適任と判断しました。

　　なお、同氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在
任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。

③北村克己氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての経験と高い見識
を有しており、その専門的見地から当社の経営執行の監査を行うとともに、当
社の重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行っていただき社外
取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えたからであります。

４．当社は、加藤晃章氏を株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員として届
け出ております。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役
員と指定する予定であります。

５．北村克己氏は、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員の要件を満たし
ており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であり
ます。

６．当社は、加藤晃章氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、同氏との
間で現在締結している会社法第423条第１項の損害賠償責任を法令で定める責任
限度額に限定する契約を継続する予定であります。

－ 47 －

取締役(監査等委員)選任議案
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７．当社は、石田稔夫氏及び北村克己氏が監査等委員である取締役に就任された場合
には、両氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、法令に定める要件に
該当する場合は、同法第423条第１項の損害賠償責任を法令で定める責任限度額
に限定する契約を締結する予定であります。

－ 48 －

取締役(監査等委員)選任議案
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第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
　監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、監
査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役1名の選
任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。また、監
査等委員である取締役各氏において検討がなされましたが、意見はございません
でした。
　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴

及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株 式 数

にし

西
むら

村
まさ

昌
のり

憲
（1962年７月２日生）

1986年４月　株式会社日本債券信用銀行（現、株式会

社あおぞら銀行）入行

2010年８月　同行　名古屋支店　副支店長

2012年４月　同行　監査部　インターナル・オーディ

ター

2015年６月　医療法人順正会　横浜鶴ヶ峰病院　　

管理部

2015年10月　同法人　経営企画部長

2016年５月　同法人　理事

2017年10月　エヌ･ティ･ティ･システム開発株式会社

管理本部　部長代理（現任）

－株

（注）１．西村昌憲氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
２．西村昌憲氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．西村昌憲氏を補欠の社外取締役候補者とした理由は、金融機関の経験が長く、加

えて、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、病院経営に関与するな
ど幅広い経営に関する知見を有していることから、当社の業務執行に関する意思
決定において適切な提言をしていただけることが期待でき、社外取締役としての
職を適切に遂行いただけるものと考えたからであります。

４．西村昌憲氏は、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員の要件を満たし
ており、選任が承認され、監査等委員である取締役に就任された場合には、独立
役員として指定する予定であります。

５．当社は、西村昌憲氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、同氏との
間で会社法第427条第１項の規定に基づき、法令に定める要件に該当する場合は、
同法第423条第１項の損害賠償責任を法令で定める責任限度額に限定する契約を
締結する予定であります。

以　上

－ 49 －

補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
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株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区神田淡路町二丁目９番地

お茶の水　ホテルジュラク　２階　孔雀の間

ニ
コ
ラ
イ
堂

JR御茶ノ水駅

神田川
昌平橋
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［交通のご案内］

●ＪＲ 中央・総武線 御茶ノ水駅 聖橋口【徒歩５分】

●東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 B2 出口【徒歩５分】

●東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 A5 出口【徒歩５分】

●都営地下鉄新宿線 小川町駅 A5 出口【徒歩５分】

地図




